
第２回逢初川土石流災害に係る行政対応検証委員会

日 時：令和４年２月２日（水）午後２時～

場 所：県庁東館５階特別会議室

次 第
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３ 閉会
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資料 1

検証等の進め方

１ 委員会等スケジュール

・ 第２回委員会以降、各委員と個別に意見調整

（対面、リモート、メール）

・ 委員同士の意見交換の場が必要であれば事務局がセッティング

・ 関係者への再ヒアリング等の御要望や現場視察等の必要があれば事務

局がセッティング

・ 第３回委員会については会議終了後、報告書公表を兼ねて記者会見

２ 報告書の構成と検証等手順

・ 行政対応の根拠となる個別の法令・条例ごとに行政対応の事実関係を

時系列で整理・論点を抽出し、検証するスタイルとする（例：平成 16

年岐阜市産業廃棄物不法投棄案件に係る検証委員会報告書等）。個別の

評価だけでなく、総合的な視点からの評価も加える。

・ 報告書の記載はなるべく簡潔にしてボリュームを抑えることとし、必要

に応じ法令集等は一般市民が理解しやすいようイラストや図版を交え

るものとする。

・ 報告書に記載する「委員会からの提言（仮称」では、検証結果に基づき

当該事案への対応の教訓から導き出される再発防止策や体制づくりを

提言する。

・ 報告書には検証の立ち位置や範囲を明示する。（本件事案の関係機関及

び関係者の法的責任を問うために行われたのではない。）

・ 報告書のたたき台は事務局で順次作成していくが、専門性の高い事項等

については委員の執筆や監修をお願いしたい。

時 期 内 容

令和４年２月２日 第２回委員会（論点整理、報告書構成等）＊本日

令和４年２月中旬 論点に基づく検証取りまとめ＜県・市＞

令和４年２月下旬 検証を踏まえた提言取りまとめ＜県・市＞

令和４年３月中旬 報告書案取りまとめ、全体調整

令和４年３月下旬 第３回委員会・報告書公表（記者会見）



参 考

報告書 執筆担当案

注）

・ 事務局作成のたたき台（素案）に対し、委員の加筆、修正、削除をお願い

します。

・ 県・市の関連課、機関におかれましては、引き続き資料や情報の提供につ

いて格段の御理解と御協力をお願いします。

記載事項 内容 執筆担当

表紙 事務局

巻頭言 委員長

目次 事務局

１ 委員会設置趣旨 ※既存資料の活用 事務局

２ 委員及び開催状況 ・委員名簿

・規約

・開催実績

事務局

３ 災害及び行政対応の

概要

※既存資料の活用 事務局

４ 検証の進め方 検証対象、検証対象期間、

検証の立ち位置、情報の

取り扱い

事務局

５ 検証結果 １）個別の検証

・個別法、時系列ごと

２）総合的な検証

・現場の危険性に対する

認識、事業者に対する認

識、県と市との連携・協

力体制、既存の法令等に

関する問題点等

・委員の御意見を受けて、

事務局が素案を作成。

その後、すべての項目に

ついて、委員の御意見を

もとに修文。

・委員間で意見の異なる

場合は、当面、両論併記

の形とする。

・最終案を委員間で協議

６ 委員会からの提言 委員・事務局取りまとめ

参考資料

位置図・写真 ※既存資料の活用 事務局

事実関係整理表 一覧表 内部検証チーム資料準用

関係者ヒアリング結果 概要 内部検証チーム資料準用

関連法規集 図解含む 図解等は法令所管課



※取扱い注意
［参考資料］

＜検証の進め方 記載例＞

1

４ 検証の進め方

(1) 検証対象

熱海市伊豆山地区におけるＡ社等が行った一連の土地改変行為に対する

県・市の行政対応

(2) 対象地域

逢初川源頭部の土地改変箇所（土石流発生起点）及びその周辺区域

(3) 対象期間
対象地域で土地改変行為が本格的に開始された 2006年から土石流災害
が発生した 2021年 7月まで

(4) 検証に当たっての立場
本報告書での検証は、検証に必要な範囲における事実認定と要因・背景の

分析を実施するため行われたものであり、本件事案の関係機関及び関係者

の法的責任を問うために行うものではない。

(5) 検証するにあたっての根拠・資料
県・市において保管されていた公文書の写し（メモ含む）

県・市の当時関係した職員からの事情聴取（ヒアリング）結果

(6) その他
関係当事者のプライバシー保護のため、企業、行政関係者の特定につな

がらないよう、個別の名前や名称による表記は避けてアルファベットによ

る表示により記述した。



















































































資料２

1

行政対応検証の論点等（暫定版 R4.1.7 現在）

日付 事 項
関係文書

論 点 等
県 熱海市

1976. 4. 1 静岡県土採取等規制条例の施行

届出、監督に係る事務を市町村長に委任

（当初、条例施行規則で委任、平成 12

年度から事務処理特例条例で権限移譲）

・制定当時、本件に対処できる規制であったか。その後の社会環

境の変化に応じ、見直すべきではなかったか。

・市町への権限移譲を見直す必要はなかったか。

2007. 4. 9 Ａ社が市へ提出した（2007.3.9）県土採

取等規制条例に基づく「土の採取等計画

届出書」を付帯条件付きで市が受理。

（工期：2007. 4. 9～2008. 4. 8）

A003 A070409 ・「土の採取等に伴う災害防止のための方法及び施設に関する事

項」、「土の採取等に係る土の運搬の方法及び土の搬入先又はそ

の他土の運搬に関する事項」、土の採取等に係る跡地の整備に

関する事項」についての記載のない届出書の受理は適正であっ

たか。

・「土採取等に関する技術基準」に基づく確認は行われたか。

2007. 5.22

～

2008. 8. 7

県東部農林事務所、市が、Ａ社に対し、

林地開発許可違反(疑い)に係る現地調

査・現地指導を実施。

・森林改変面積が概算で 1ha を超えてい

ることを確認。改変区域の求積を口頭

指導。

県東部農林事務所が林地開発違反に係

る復旧工事完了報告書の受理をＡ社に

通知。

A008

～

A050

・森林法に基づく事務は適切であったか。

2008. 8.12

～

2009. 1.23

林地開発違反に係る是正が終了後、Ａ社

が行おうとした新たな開発行為に関し、

協議。

A052

A056 A090121

A090123

・Ａ社の新たな開発行為に対する初動は適切だったのか。

・土採取条例に基づく工期が切れているにもかかわらず、土採取

条例の変更届を出させることなく、土地の形質の変更、木材の



資料２
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日付 事 項
関係文書

論 点 等
県 熱海市

市は、A社に対し、県風致地区条例に基

づく風致地区内行為について変更許可

（その 1）を通知。

伐採について風致地区条例に基づく変更許可を認めたことは

適切であったか。

2009. 6.24 県東部農林事務所、市が、現地調査を実

施。

・伐採届の提出なく残土搬入がされてい

ることを確認。

・県東部農林事務所から市に対し、現時

点では、1ha 未満で小規模林地開発の

範疇であるため、小規模林地開発制度

等に基づき適切に指導するよう伝達。

A067 ・林地開発許可違反として是正措置をとるべきだったか。

・土採取条例の届出とは異なる内容で残土の搬入を行っているこ

とに対する是正指導として適切であったか。

（注）県の解釈と市の解釈が異なる。

（県の見解）

求積範囲に土地の改変がなされていない部分（是正指導により自

然復旧した部分）が含まれており、土地改変面積は１ha を超えてい

なかった。

（市の見解）

●土採取等規制条例の実質的強制力が弱く悩んでいる状況の中で、

残土搬入を進めている事業者が、改変したエリアとして 1.2ha を超

える図面を提示してきた時点で、2007 年 4 月以降の対応のように、

県において、より実質的強制力が強い林地開発許可違反（疑い）に

基づく土地の現地調査・現地指導を実施していくことが適切である

と考えていた。

●また、市は、県が是正指導により自然復旧した部分についても広

く土地の改変行為がなされていたと考えており、1ha を超えていたと

の認識であった。

2009. 7.20 Ａ社が、市に森林法に基づく伐採届出書

を提出（面積 0.58ha）

A083 A090721

2009.11.13 市が、Ａ社に対し、森林法の規定による

伐採及び伐採後の造林届出書(Ａ社が

2009 年 7 月 20 日付けで提出)の補正又は

再提出を文書にて要請。

＊11 月、同社は市に盛土面積 12,218 ㎡の

求積図を提出。

A089 A091113-1

A091113-2

A091201-1

A091201-2

A091201-3
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日付 事 項
関係文書

論 点 等
県 熱海市

2009.10. 9

～

2009.12. 3

県熱海土木事務所は、2009 年 10 月 8 日

の伊豆山港及び逢初川河口部のにごり

調査をうけ、逢初川源頭部の状況を調

査。雨水により、開発地の転圧不足の土

砂が流れ出ていることを確認。

A074

～

A090

・ずさんな施工方法を現認した上での対応は適切であったか。

・河川管理上の問題を現認した河川管理者としての対応は適切で

あったか。

2009.12.10 Ａ社が、市に、県土採取等規制条例に基

づく「土の採取等変更届出書」（第１回）

を提出。同日、市が受理。

（面積9,446㎡→9,696㎡、盛土量36,276

→36,640㎥ 工期2007.4.9～2008.4.8→

2007.4.9～2010.4.8 盛土下部の工法：

ロックフィル→土堰堤 現場責任者Ｄ社

→Ｅ社）

A135 A091210 ・変更届出書の受理は、「土採取等に関する技術基準」に照らし、

適正であったか。

（県の推測）

変更届出書では盛土量は 36,640 ㎥となっている。2021 年９月、県

が、届出書の地形データや県調べの地形データを用いて届出書の計画

図のとおりで可能な盛土量を検証。その結果、盛土量は 6,000～8,500

㎥が搬入可能であることが判明。（Ａ社が搬入可能量を偽って届出し

た可能性がある。）

当初の届出では、土留堰堤は大型のロックフィルダムだったが、

2007.5.22 に実際に施工されたのは転石積土留＋丸太土留柵だった。

2009.12.10 の変更届出書では、その土留を利用する形で土堰堤に計

画変更。その土留では高い盛土ができないので、高さ 15ｍの盛土を

する計画として偽って申請した可能性がある。
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日付 事 項
関係文書

論 点 等
県 熱海市

2010. 3.23 Ａ社が、市に、県土採取等規制条例に基

づく「土の採取等変更届出書」（第２回）

を提出。同日、市が受理。（工期限 2010

年４月８日→2010 年７月８日）

A135

A094

A100323 ・工期の延長を認めることは適正であったか（変更届出書の受理

は、「土採取等に関する技術基準」に照らし、適正であったか。）。

2010. 9.17 市は、Ａ社に対し、土採取等規制条例に

係る要請文書を発出。

・土砂の搬入をしないこと。（注：工期

限は 2010.7.8 で、既に過ぎている）

・完了届を提出して検査を受けること。

A135 A100917 ・届出書と異なる施工である場合、完了届を提出させることは適

正な手続か（変更届と異なる施工かどうかの確認は完了届がさ

れなくてもできるのではないか。）。

（市の注釈）

・2010 年 9 月 17 日の要請文書は、県と市の協議に基づいて発出

されたものであることに留意。

2010.10. 8 市が、Ａ社に対し、土砂搬入の中止文書

を発出。

2010.9.17 付けの要請を無視して残土

の搬入が行われており、土砂崩壊が発生

すると逢初川水域の住民の生命と財産に

危険を及ぼす可能性があるので、即刻土

砂の搬入中止を要請。

A135 A101008-1

A101008-2

・「土砂崩壊が発生すると逢初川水域の住民の生命と財産に危険

を及ぼす可能性がある」との認識がありながら、要請でよかっ

たのか（土採取条例の規定による停止命令等の措置をとるべき

ではなかったか。）。

・届出書とは異なる施工が行われているのは明らかなことから、

土砂搬入中止要請ではなく、盛土の撤去を含め、是正措置を指

導すべきだったのではないか。

（市の注釈）

・2010 年 10 月 8 日の要請文書は、県と市の協議に基づいて発出

されたものであることに留意。
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日付 事 項
関係文書

論 点 等
県 熱海市

2010.11.10 県東部農林事務所、県東部健康福祉セン

ター、県熱海土木事務所、市が、Ａ社関

係の開発行為に係る対策会議を開催。

（市）

・1ha 未満で土採取規制条例により工事

しているが、届出期間が過ぎても工事

しており、廃材も捨てられている。新

たに事業主を変えて１ha 未満の届出

を市へ提案している。合計で１ha 以上

になるので（１ha を超えているかにつ

いては測量されていないので未確

定）、森林法の林地開発許可他の法令

で規制できないか。

A135 A101110 ・林地開発許可違反として是正措置をとるべきだったか。

（県の見解）

以下の理由により、林地開発許可違反として扱うことはできないと

判断した。

①森林改変面積が把握できなかったこと（県と市の協議で、市が事業

者に対し測量を指導することで合意）

②誰が、どの範囲の盛土をしているのか特定できなかったこと

③複数の事業者による森林改変面積が１ha を超えていたとしても、産

業廃棄物の投棄もあり、盛土に関する事業者の特定や複数の事業者

の関係を把握し、その人格に一体性があるとの証明ができなかった

こと。

（市の見解）

１．面積の把握について、上記①に「県と市の協議で、市が事業者に

対し測量を指導することで合意」と記載がされているが、2010 年 11

月の議論において、県から測量の指導を請け負った事実は確認でき

ない。

２．1ha については、以下の認識であった。

① 第 1 回土の採取等変更届出書(2009 年 12 月)の受理面積

0.9696ha

② 進入路入口付近の土地の改変行為（2009 年 6 月以降）

※①＋②で既に 1ha を超えていると考えられる。

③ 進入路上部の土地の改変行為（2010 年 5 月～11 月頃）

2010.11.11 県東部農林事務所が、県森林計画課に対

し、2010.11.10 関係機関打合せ会議の内

容を情報提供。

・Ａ社とＢ社による残土処理は、ほぼ計

画どおりに完了し、緑化を残すだけと

なっていた。市の判断で、残土の搬入

が継続されることを防ぐため、届出期

間をもって完了扱いとなっていた。

・別会社であるＤ社が無許可で残土を搬

入し、廃材も捨てられている。

A138
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日付 事 項
関係文書

論 点 等
県 熱海市

・(Ａ社・Ｂ社の開発地)＋(Ｄ社開発地)

＞1ha となっている。

（課題）Ｄ社とＡ社の関係の確認による

林地開発許可の必要性を把握

A104 ④ D社の申し出土砂搬入部分(2010 年 7 月に申し出)

※①＋②＋③＋④で一層 1ha を超えていると考えられる。

３．一体性について

農水省の通達では「開発行為の規模は、この許可制の対象とな

る森林における土地の形質を変更する行為で、実施主体、実施

時期又は実施個所の相異にかかわらず一体性を有するものの

規模をいう」とされている。

このエリアの残土処理は実質的にＡ社が主導し一体的に行っ

ていたものであることは県も市も認識しており、これを踏まえ

ると一体性があるものとして整理することは可能であるとの

認識であった。なお、B社は A 社の下請会社、D社の実質的代

表者である O氏は A社の役員であることに留意。

以上の理由により、当時、林地開発許可違反としての対応が必要

であるとの認識で県に相談をしていた。

2011. 1.21 県廃棄物リサイクル課と県東部健康福祉

センターが打合せ。

・措置命令を前提に事務を進めたい。

（注：廃棄物処理の観点から）

・関係者が多い上に各々の主張が異なり

収拾がつかない。

・措置命令を出す相手は誰になるかがま

A153

A154

・廃棄物処理法に基づく措置命令を行うべきだったか。

（県の見解）

廃棄物処理法第 18 条第１項に基づく報告書の徴収文書を発出する

も、自社、自分は無関係との回答（2011.3.10 A162）など、行為者

の特定が困難であり、措置命令に至らなかった。
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日付 事 項
関係文書

論 点 等
県 熱海市

ず問題、廃棄物処理法第 18 条報告によ

り、情報を収集し、整合しない点があ

れば更に追加の報告を求め、十分な証

拠が揃った段階で措置命令を発出す

る。

2011. 2.25 土地所有者変更（前所有者Ａ社⇒現所有

者Ｃ者）。

・土採取条例において、盛土等の行為者の地位が承継される旨の

規定はなかった。

2011. 3.17 市、県土地対策課、県森林計画課が現状

の確認と今後の対応について協議。

・基本的には熱海市が土採取条例に基づ

き対応すること、土砂の流出、崩壊等

の危険性があるため、緊急の是正を行

わせる必要があることを確認。

A165

A166

A110317 ・「基本的には熱海市の対応」としたことが、適切であったか。

・県は土採取条例に基づく技術的助言だけではなく、もっと積極

的に関与すべきではなかったか。

2011. 6. 2 市は、県土地対策課と協議の上、今後の

処理を下記により行いたいとして、市長

に報告。

１.弁明の機会の付与通知 ６月中旬

(提出期限６月下旬)

２.弁明書の提出がない場合、条例第

６条に基づく措置命令 ７月中旬

現時点では県土地対策課と相談しな

がら１～２までの処理、今後の対策につ

いて検討していきたい(今後の対策につ

A110602 ・市長決裁を得た弁明の機会の付与、措置命令を執行しなかった

ことは適正であったか。

・その後、措置命令等が実施されなかったことについて、土採取

条例を所管する県として、市に対し措置命令等の実施を助言す

るなど、もっと積極的に関与すべきであったか。

・措置命令等の処分基準の有無、内容等

●土採取等規制条例は熱海市固有の条例ではなく、県条例であり

権限を県から市に委任されているものであるため、処分基準に

ついては基本的に県の基準に準拠していくものと認識してい
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日付 事 項
関係文書

論 点 等
県 熱海市

いては、現所有者であるＣ者とも協議の

必要があると思われる)。

(注)起案文書の中には、土採取等規制条

例第６条に基づく「是正措置の命令」、同

第７条第１項に基づく「事業停止の命令」

及び行政手続条例第26条の規定に基づく

「弁明の機会の付与通知書」については、

それぞれ県の案、市の案が添付されてい

る。

る※１。

※１：なお、1ha 以上であると県の権限となるが、この場合も同

じ届出制であることに留意

●しかし、県の処分基準がないため、熱海市行政手続条例第 11

条第１項に基づく処分基準は、静岡県土採取等規制条例第 6

条、第７条全文を「処分基準」として定め公にしている。

●条文を引用することとした理由は県の処分基準がないことに

加え、静岡県主催の説明会において、措置命令等を発出すると

きの事例として、条文の文言そのものが引用されており※２、こ

の内容を検討した結果、当該文言が一定程度具体化されている

内容であるため、上記のような整理とした経緯があると考えて

いる。

※２

措置命令：計画変更の勧告に従わないとき

災害が発生するおそれがあるとき

停止命令：措置命令に従わないとき

災害防止のため緊急の必要があるとき

無届、届出内容違反があったとき

・命令を執行しなかった理由

●Ａ社関係者に対し、Ａ社側が熱海市の是正指導に応じない場

合、今後、所要の手続を経て A社に対し措置命令を発出する旨

を告知したところ、A社は変更届出を提出し、安全対策を講じ
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日付 事 項
関係文書

論 点 等
県 熱海市

る姿勢を見せた。

●その後、2011 年 7 月、Ａ社関係会社のＤ社が本件地区に重機

を搬入し、本件届出地（赤井谷地区）の法面整形工事及び排水

処理（浸透防止を含む。）のための排水路と沈砂池の築造の工

事等を同年８月末頃までかけて実施するとともに、Ｄ社は、上

記工事の完了後、熱海市に対し、上記工事の作業内容を撮影し

た写真を送付した。

●その後、熱海市は、D社による防災工事によって赤井谷地区

の地盤の安定化がどの程度図られたかについて、確認作業を実

施するとともに、A社に対し、法面整形工事等の追加工事を要

請して、Ｄ社が実施した。熱海市は、同年 11 月頃、おおむね、

赤井谷地区の地盤の安定化が図られたと判断し、引き続き、A

社に対し、赤井谷地区にかかる安全対策を講じさせることを前

提に、A社に対する措置命令の発動を見合わせることとした。

2011. 7.12 Ａ社が、市に、県土採取等規制条例に基

づく「土の採取等変更届出書」（第３回）

を提出、市が届出を受理（7.19）。

（工期：2010.4.8～2010.7.8→2011.7.13

～2011.8.15。現場責任者Ｅ社→Ａ社）

A110712-4

A110719

・工期の延長を認めることは適正であったか（市の判断で、残土

の搬入が継続されることを防ぐため、届出期間をもって完了扱

いとなっていた（2010.11.11（A138））にもかかわらず、工期

延長を認めることは妥当か、変更届出書の受理は、「土採取等

に関する技術基準」に照らし、適正であったか。）。
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日付 事 項
関係文書

論 点 等
県 熱海市

2011.11.18 市が、Ｃ者等と協議。現所有者らの行う

事業内容（事業地北側法面の整地、排水

工の幅の拡大、事業箇所全体の緑化等）

を確認。

A111118 ・Ｃ者には義務はないものの、実施を言明しており、安全対策工

事の実施をさせる手段はなかったのか。

2012. 2. 3 Ｃ者が、市に対し、2012 年６月を目途に

安全対策工事を完了する旨を約束。

A120203

2012. 2. 7 市は、Ｃ者に対し、安全対策工事施工の

要請文書を送付（2月 8日に手交）。６月

を目途に安全対策工事を完了する旨を約

束。

A120207

2012. 9.19 現土地所有者の代理人Ｕ者から電話連

絡。Ｃ者は防災工事をしなくてはならな

いと思っているとの発言あり。

A120919

2012.10.19 県東部健康福祉センター及び市が、Ｃ者

の関係先を訪問し、Ｃ者及びＣ者の代理

人Ｕ者と協議。県東部健康福祉センター

が、Ｃ者から今後の土地の修復計画をＣ

者から聴取。安全対策工事を 11 月に再

開したいと発言し、計画書を県及び市に

提出すると言明。

A210 A121019

2013. 1. 9 Ｃ者より県東部健康福祉センター所長

宛に書面が提出された。

・逢初川源流上部土地崩落現場の修復工

A211 ・書面の事項について、Ｃ者はそれを実行したのか。実行したの

であれば、施工結果を確認したか。実行されなかったのであれ

ば、実施を継続的に要請したか。
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日付 事 項
関係文書

論 点 等
県 熱海市

事が放置状態にあり、現土地所有者と

して問題案件処理に善意をもって解

決する覚悟である。

・Ａ社が市の指導を無視して放置した伊

豆山漁港及び逢初川下流水域へ土砂

崩壊による二次災害防止の安全対策

工事を施工する。

2014. 8. 1 県東部健康福祉センターに、Ｄ社Ｏ氏が

情報提供として来所。

・伊豆山の現場は、これまで 3,000 ㎥が

２回土砂すべりを起こしており、現場

は下にホテルがあるので、また崩れた

ら大変なことになる。

・この関係で、2014.7.30 県庁の砂防課

へも電話した。

A215 ・県の組織内で情報共有するなどにより、災害発生の危険性につ

いて確認すべきではなかったか。

2015. 4.16 報道機関の記者が東部健康福祉センタ

ーに来訪。

・現場を見た限り土砂崩落の危険は否定

できない。もしも災害が発生した場

合、それは自然災害ではなく人災であ

る。

A219

2016. 2.15 県東部健康福祉センターへ、Ｄ社Ｏ氏か

ら電話あり。
A231
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日付 事 項
関係文書

論 点 等
県 熱海市

・日金と伊豆山については、いつか崩落

するおそれはある。過去に自分が崩落

を食い止める工事を行ったことがあ

るが、崩落までは時間の問題。現場が

崩落すれば「指導を行った」、「現場確

認を行った」だけでは済まない。

2011 年度

以降

・県東部健康福祉センターによる産業廃棄物関係の監視等を除

き、2011 年度以降、熱海土木事務所、東部農林事務所の関与

がほとんどなくなったが、県における本件現場の危険性の認識

が組織として引き継がれなかったことに問題はなかったか。

2012 年度

以降

・Ａ社又はＣ者による安全対策工事の完了の確認がないにもかか

わらず、市の本件に対する関与がほとんどなくなったが、市に

おける本件現場の危険性の認識が組織として引き継がれなか

ったことに問題はなかったか。

・県も組織内で継続的な関与の必要性を認識しなくなっていたこ

とに問題はなかったか。

全般 ・県は砂防堰堤を 1999 年 11 月に完成させている。その捕捉容量

は 5,000 ㎥～7,000 ㎥である。その量を超える土砂が堰堤上流

部に搬入されていることに対し、危険性の認識はなかったの

か。

・県は、逢初川の河川管理者として、逢初川源頭部が河川区域で

はないとしても、危険性除去のためにもっと積極的に関与すべ
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日付 事 項
関係文書

論 点 等
県 熱海市

きではなかったか。

災害警戒情報、土砂災害警戒区域情報 ・災害の危険性について、県も市も住民に対し、もっと積極的に

情報発信すべきではなかったか。


